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今年（1999年）創立50周年を迎えることとなる国

立大学は、そのすべてが昭和24（1949）年に発足し

たいわゆる「新制大学」であって、戦前の大学と比

較してその教育体制の最大の相違は、専門教育と共

に一般教育をも併せ行わねばならぬ点にあった。

ここでいささか蛇足ながら「一般教育」の定義の

１例を挙げて置くならば、一般教育の目標は「すべ

ての学生に対し、その専門の如何にかかわりなく、

人生と学問体系における自分の専門の正しい位置を

理解させるとともに、将来彼等が社会人として行動

する時に必要と考えられる教養を与えること」（国

立大学協会『大学における一般教育について』―昭

和37年７月―）であり、また専門教育と一般教育と

の関係については、「一方が特殊化された専門知識

の修得、技術の訓練であるのに対し、他方は諸科学

の全般的展望とそれらの相互関係に対する理解を与

えるもの」（同前）として「互いに相補的な関係に

第１節　大学と一般教育
立つ」（同前）と位置付けられるであろう。

従って、教育機関としての大学は、専門人である

と同時に教養人でもある人材を育成する社会的使命

を負うこととなり、それを実現するための具体的方

策として、学生は、その所属する学部の如何を問わ

ず、学部所定の専門教育科目と共に一般教育科目

（外国語・保健体育を含む）の必要単位の取得を卒

業の要件とされたのである。

いわゆる旧制高等学校ないしはそれに類する高等

教育機関の卒業が入学の条件であった戦前の大学に

おいては、諸科学分野の専門的研究と教育がその使

命であって、そこでは「一般教育」なるものはその

概念すら存在しなかった、と言っても過言ではない

であろう。それ故、新制大学において一般教育が実

施されるためには、旧制高等学校等の教育機関が

「大学」の名のもとに統合されたのは必然の結果で

あった。またこのことは、高等教育を少数者の特権

ではなく、多数のために開かれた機会たらしめよう

とする学制改革の根本理念に基づくものであって、

戦後日本の社会の在り方を象徴する大きな変革のひ

第１章　教養部の設置

富山大学教養部は昭和42（1967）年４月１日に文

部省令改正による官制教養部として設置された。以

後平成５（1993）年３月31日に廃止されるまでの26

年間の歩みを記述するに当たり、まずその設置に至

る経緯の若干をふり返って、それを教養部史の最初

の章としたい。大学史全体の総説編および他の部局

編と重複する恐れはあるものの、この設置の経緯の

裡にこそ、以後教養部が直面せざるを得なかった困

難な諸問題の源泉がある、と思われるからである。

従って第２章以下は、その「諸問題」解決への努力

の過程を示すものともなるであろう。
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とつであろう。

しかしながら、多数の学生に対して、大学という

同一の場で４年という短期間に、専門教育と一般教

育を併せ行うという制度が内に抱えた困難な諸問題

は、時と共に顕在化し、現在もなお根本的な解決に

至ることなく存在しているのである。

本学における一般教育は、旧制富山高等学校を前

身とする文理学部をその主要な担当部局として発足

した。その実施体制をここに論述するのはもちろん

越権であるが、あえて一言すれば、それは一般教育

のあるべき姿を模索し続ける段階にあった、と言え

よう。これは本学のみに留まらぬ一般的な現象であ

った。大学における一般教育の実施体制には、抜本

的な改革が必要とされてきたのである。

昭和38（1963）年１月、文部省の諮問機関である

中央教育審議会から、前節に引用した国大協の文書

を受ける形で、『大学教育の改善について』という

答申が出されたが、その中では、「一般教育を自主

性と責任をもって」（同答申）担当する組織として

の独立した部局の設置、という方向付けがなされた。

その結果、昭和40（1965）年から同43（1968）年ま

での間に、全国の国立大学のうち33校に「教養部」

が設置されたのである。

本学の文理学部にあっては、その創立の当初から

内蔵していた矛盾の解消を目指して、文・理２学部

への発展と一般教育の分離、という理想が追求され

てきたが、何らかの改組が現実味を帯びはじめたの

は、前述の中教審答申以後の趨勢と、折からの学生

急増対策とをからめた昭和39（1964）年ころからで

あった。本学側の理想案と文部省の抑制的姿勢との

困難な折衝が続く中から、文系学部の設置は至難で

あり、また「教養学部」はもう新設しないという本

省の方針が明らかとなるなどの過程を経て、「２学

部・１教養部」の実現は不可能との結論に達した文

理学部教授会は、昭和42年度に改組を実現しなけれ

ば、以降はますます不利になる、との情勢判断のも

とに、昭和41（1966）年６月17日の教授会において、

学生増と教官定員増によるいわゆる「大文理学部」

第２節　教養部設置の機運

と「教養部」とに改組することを議決したのであ

る。

教養部の設置について、本学評議会では昭和42年

度概算要求作製の時期に当たる同41（1966）年６月

ころから審議されはじめた。そこでは各学部から教

養部へ教官定員を配置換えする学内協力態勢が理想

とされたが、現実には薬・工両学部の協力が得られ

ず、また、その設置を全学要求の第１位とする論も

まとまらず、要求順位は学長・事務局長に一任する

こととなった、等の経緯が当時の議事録（41年度第

３回評議会議事録）から窺える。

その後、同41年12月には、教養部設置の具体案を

作製するため、全学的な「教養部設立準備委員会」

を年明けに設けることが評議会で決定されたが、同

委員会規則が制定されたのは、ようやく42（1967）

年２月17日のことであった。文理学部教授会におい

て同委員会の委員１名が選出されたのは２月22日と

記録されているが、他の学部においても事情は大同

小異であったであろう。その後の同委員会の審議内

容については、資料を欠くためにここに記すことは

できないが、極めて短時日の間に事が運ばれたこと

は想像に難しくない。42年３月８日の文理学部教授

会議事録には、同委員会からの報告として、教養部

の正式発足は６月ころであり、それまでの間、新入

生は文理学部長の管理のもとに置かれる旨が記録さ

れている。しかるに、３月22日の同教授会議事録に

よれば、教養部は法律改正を待たず、政府暫定予算

で省令改正により４月発足を目標とすることとなっ

た。また、これより先、３月15日の評議会議事録に

は42年度概算要求に対する文部省内示の内容が記載

されており、それによれば、新設教養部の教官定員

は33名、また文理学部の学生定員は文学科60名（20

名増）、理学科125名（65名増）となっていた。

かくして昭和42年４月１日、富山大学教養部はと

もかくも発足したが、教官定員33名中、文理学部か

ら26名、教育学部から保健体育担当の教官２名の配

置換え、残り５名は欠員のままであり、教養部長は

当分の間学長がその事務を取り扱い（併任）、校舎

第３節　教養部の実現



の増築をみるまでは教授会開催の場も本部や文理学

部の会議室、時には図書館閲覧室を転々としなけれ

ばならなかった。また、教養部運営の基本的重要事

項は、全学より選出された委員からなる「教養部運

営協議会」の承認を得ることを必要とされたのであ

る。ちなみに、昭和42年度の全学入学者数は878名、

それを迎える教養部教官の実員は前述のごとく28

名、また事務部は事務長以下臨時用務員までを含め

て23名であった。

以上に略述した経緯を省みれば、本学における教

養部の設置は、大学の一般教育の整備充実を目指す

教育行政の要請に応えるという形はとりながらも、

その実情は全学的な理解と協力に乏しく、単に文理

学部の拡大改組に伴う教養部の派生、という現象を

呈したと言わざるを得ないであろう。

（もちろん、この状況は本学に限らず、この時期

に設置された国立大学の教養部全般についても同様

であった。その後、全国国立大学教養部長会議が毎

年開催されるに及んで、その傍ら、本学と同様に文

理学部を前身とする「12大学教養部長会議」が開か

れ、相互の情報交換と問題解決の方途を探る場とな

ったことも、この辺の事情を物語るものである。）
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（1）発足当時の実状

教養部に在籍する学生に対して行う授業はもっぱ

ら一般教育であって、専門教育とは区別されている

べきものであることは既述のとおりであるが、教養

部発足当時にあっては、いわゆる「一般教育」は一

般教育科目・外国語科目・保健体育科目の３科目に

分類され、そのうち一般教育科目はさらに人文・社

会・自然の３分野（当初は「系列」と称した）に区

分された。外国語科目は英語・ドイツ語・フランス

語・ラテン語から成り、保健体育科目には「講義」

と「実技」の別があった。

学生は入学と同時にすべて教養部に在籍し、１年

次前期・同後期・２年次前期の３期１年半の間に上

記の教育科目を履修した後に専門学部へ移行するこ

とを原則とする、いわゆる「横割り」式の制度であ

り、一般教育科目については、上記の３分野から各

分野につきそれぞれ３授業科目（１科目４単位）ず

つ計９科目36単位、外国語科目は英語・ドイツ語各

８単位必修、フランス語（４単位）・ラテン語（２

単位）は自由単位とされ、保健体育科目は講義２単

位、実技２単位（うち１単位は専門学部移行後に履

修）、以上合計56単位を履修することが卒業の要件

であった。

昭和42（1967）年当時の授業科目を図示すれば下

のごとくである。

第１節　授業科目
表１中授業科目のうち、×印は教官定員の配置の

ないもの、△印は定員の配置はあるが42年度中に実

員化しなかったものを示す。こうした科目の授業の

実施は学内外の非常勤講師に依らざるを得ず、特に

社会科学系列の教官の充足は急を要したが、この系

列担当の教官がすべて実員化したのは昭和50年度に

おいてである。音楽・美術・ラテン語については、

教養部廃止に至るまで遂に定員は配置されなかっ

た。

（なお、「歴史学」は日本史・東洋史・西洋史の３授

業科目によりなるが、教官定員は「歴史学」として

２名配置。）

（2）授業科目の増設

いわゆる大学紛争も終息に近づいた昭和45（1970）

年、大学設置基準の一部改正によって、一般教育科

目のひとつとして「総合科目」の開設が可能となっ

た。これは既存の授業科目の枠にとらわれることな

く、あるテーマについて広域的あるいは境界領域的

（学際的）な観点から、学生自身に自主的な総合的

判断力を養わせようとする目的を持つものであっ

た、と言えよう。当教養部においては昭和47年度に

設けられ、授業科目として「環境科学」が発足した

のが最初であり、翌48年度には「現代社会論」がこ

れに加わったが、教官定員は共につかなかった。よ

うやく52年度に２名の定員が認められ（実員化は53

年）、「環境科学」は「社会環境論」と「自然環境論」

の２授業科目に分かれた。54（1979）年には「自然

と文化」・「富山の自然」、59（1984）年には「情

報と科学」、61（1986）年には「人権と差別」、平成

２（1990）年に「地球環境論」が開設され、その結

果、総合科目は一般教育科目の中の人文・社会・自

然に次ぐ４番目の分野として、８種の授業科目を有

するまでになったのである。

総合科目の授業科目はその性質上複数の教官によ

って担当されることが多かったが、二つ以上の分野

第２章　教育体制の推移

表１　昭和42年度 

科目・系列  

人文科学系 
一般教育 
科　　目 

哲学・倫理学・心理学・歴史学・文学・音楽・美術 

社会科学系 法学・経済学・統計学・政治学・地理学・社会学 

自然科学系 数学・物理学・化学・生物学・地学 

外国語科目 英語・ドイツ語・フランス語・ラテン語 

保健体育科目 保健体育（講義・実技） 

授　業　科　目 
× × × 

× × × 

× × 

△ △ △ 



（または授業科目）にまたがる内容を持つテーマの

性質上、各担当者は自己の研究成果を独自に提示す

るにとどまらず、他の担当者の授業との有機的結合

が意識される必要があり、様々な試行錯誤の努力が

なされつつあるうちに、教養部の廃止を迎えた。

なお、特筆すべきものに、平成３（1991）年10月

より実施された「教養ゼミナール」がある。これは

一般教育科目中の授業科目であるが、どの分野にも

属さず、大教室での一方通行的な授業の欠点を補う

目的で比較的小人数の学生を対象にし、担当教官の

研究領域を生かしたテーマをめぐって学生の発表・

討論を軸にした、いわゆるセミナー方式の授業であ

って、学生の自発的な勉学意欲を促すと共に、教官

の専門的教育研究活動にも資する狙いであった。し

かしながら教官数・教室数・時間割等の制約によっ

て、学生が履修できる「教養ゼミナール」は１学期

１科目（４単位）にとどめざるを得なかった。

外国語科目については、昭和46年度に「中国語」

と「ロシア語」が開設され（教官定員なし）、52

（1977）年には既設のフランス語に教官定員が配置

され、翌53年に中国語にも定員が認められた。また

同年には外国人非常勤講師による「英会話」・「ド

イツ語会話」が加わっている。56（1981）年には

「朝鮮語」が開設されて（定員なし）、最終的には、

英・独・仏・中・ロ・朝・ラテンの７カ国語が授業

科目として存在したことになる。

保健体育科目においては、昭和52年度から「講義」

が「体育講義」と「保健講義」の２授業科目に分け

られた。

なお、一般教育・外国語・保健体育の３教育科目

に加えて、平成２年度から「日本語・日本事情に関

する科目」が新設された。言うまでもなく、これは

次第に増加する海外からの留学生を対象とするもの

であり、翌平成３年には教官定員（１名）も実員化

し、「日本語」・「日本事情」各８単位の授業が行

われることになった。

以上に略述した経過を辿って、教養部における授

業科目数は昭和42（1967）年当初の25科目から平成

５（1993）年その廃止当時の55科目にまで、26年間

に倍以上の増加をみた。なお、授業執行の責任組織

であり教官配置の基礎となる「学科目」は26を数え

る。前項（1）の表１と対比のため、平成４年度の

科目表を次に掲げておく。

学生は表２の授業科目のうち、一般教育科目の人

文・社会・自然の３分野から２科目ずつ計６科目24

単位（１科目は４単位）、更にこの３分野および総

合の分野と教養ゼミナールから12単位以上を選択し

合計36単位以上、外国語科目は７外国語のうち２外

国語各８単位ずつ計16単位（ただし外国人留学生は

「日本語」８単位を含む。また※印は自由単位）、保

健体育科目は体育講義１単位、保健講義１単位、体

育実技２単位（うち１単位は専門学部移行後に履修）

の計４単位、総計56単位以上を履修することを卒業

の要件とされたのである。

382

第Ⅱ部　部局編

表２　平成４年度 

一
　
　
　
般
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目 

一
　
般
　
教
　
育
　
科
　
目 

外
　
　
国
　
　
語
　
　
科
　
　
目 

保
健
体
育 

科
　
　
目 

日
本
語
及
び 

日
本
事
情
に 

属
す
る
科
目 

総
　
　
　
　
　
　
合 

人
　
　
　
文
　
　
　
科
　
　
　
学 

社
　
　
会
　
　
科
　
　
学 

自
　
　
　
然
　
　
　
科
　
　
　
学 

分野 学科目 授業科目 単位数 分野 学科目 授業科目 単位数 

哲　学 
環境科学 

英　語 

中国語 

フランス語 

ドイツ語 

ラテン語 

保健体育 

日本語・ 
日本事情 

倫理学 

心理学 

歴史学 

文　学 

音　楽 

美　術 

法　学 

経済学 

統計学 

政治学 

地理学 

社会学 

数　学 

物理学 

化　学 

生物学 

地　学 

哲 学 Ⅰ  

哲 学 Ⅱ  

論 理 学  

倫 理 学  

心 理 学  

心理学演習 

日 本 史  

東 洋 史  

西 洋 史  

文 学  

音 楽  

美 術  

法 学  

日本国憲法 

経 済 学  

統 計 学  

政 治 学  

地 理 学  

社 会 学  

数 学  

微積分学  

線形代数  

応用数学  

物 理 学  

物理学実験 

化 学  

化学実験  

生 物 学  

生物学実験 

地 学  

天 文 学  

地学実験  

社会環境論 

自然環境論 

現代社会論 

富山の自然 

情報と科学 

※自然と文化 

人権と差別 

地球環境論 

教養ゼミナール 

英 語  

※英会話  

ドイツ語  

※ドイツ語会話 

フランス語 

中 国 語  

※ラテン語 

ロシア語  

朝 鮮 語  

体育講義  

保健講義  

体育実技  

日 本 語  

日本事情  

4◎

2　

2◎

4　

4　

2　

4◎

4◎

4◎

4　

4　

4　

4◎

2◎

4　

4　

4　

4　

4　

4　

2◎

2◎

2◎

4　

1　

4　

1　

4　

1　

4◎

2◎

1　

4

4

2

2

2

2

4

2

4

8

3

8

2

8

8

2

8

8

1

1

2

8

6

備考１．同一学科目における◎
印の授業科目は、組合わ
せて修得してもすべて卒
業要件単位として認める
が、そのうち４単位のみ
を規則第５条第１号に定
める人文、社会および自
然の各分野における一つ
の授業科目を修得したも
のとみなす。 
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既述（第１章第３節）のごとく、昭和42年教養部

発足当時の教官定員33名（うち５名は欠員）に対し、

学生募集定員は875名で、これは教官１人当たり

26.5人の学生数となる。これを教養部最終年度とな

る平成４年度の教官定員66、学生定員1,512、教官

１人当たりの学生数21.6人と対比すれば、教育環境

は、教室等の増設と共に、極めて徐々にではあるが

改善されつつあったと言えよう。

ちなみに、当教養部のこれらの数値は、全国の国

立大学教養部の中でどのような位置を占めていたの

だろうか。それを的確に示すことは極めて困難であ

るが、幸い「富山大学教養部自己点検評価報告書

（平成４年度）」の中に「広島大学教養部改組案（第

２次）、昭和46年」からの引用として、18校（本学

を含まず）の国立大学教養部の教官定員と学生定員

が表示されており、それによって幾らかの概念を得

ることができる。

以下の数値はその表から概算した昭和46（1971）

年当時のものである。この18校のうち10校までが、

本学と同じく文理学部を前身とした教養部であるの

で、それを比較の対象としたい。まず、この10校の

うち、教官１人当たり学生数の最も多いのは千葉大

学の28.3人、最も少ないのは信州大学の13.2人であ

って、大学によって事情は大いに異なることを窺わ

せる。この昭和46年度における本学教養部の教官１

人当たり学生数は24.7人（教官37、学生915）であ

って、この数値よりも高い学生数を持つ大学は３校、

他の７校はすべて本学よりも低い、という結果が出

ている。また、この10校の平均値は21.6人であって、

これによっても本学教養部の教官定員数は比較的に

少ないことが証明されよう。（文理学部以外の前身

を持つ残り８校には東大や京大も名を列ねていて、

その平均値は15.9人である。

なお、これらの概算の基礎となった上述の表を以

下に掲げておくが、この表における学生定員とは教

養部に在籍する１年次・２年次の学生の合計数であ

り、コンマ５という数値は在籍が1.5年の大学、そ

れ以外は在籍２年とし、それに基づいて学生募集定

員を算出した。したがって、あくまで概数であるこ

第２節　教官数と学生数

とを断っておく。表中○印のものは文理学部を前身

とする教養部である。）

本節の冒頭に見たように、教養部最終年度におけ

る教官定員と学生募集定員は、発足当初に比べて前

者は２倍、後者は約1.7倍となっており、学生数の

増加と共に教官数が増えるのは当然のことである

が、学生増に依らない教官増、すなわち「学科目整

備」と称するいわゆる「純増」は、教養部26年間に

僅かに５件６名に過ぎない。

一方、学生数の増加は、単に量的増大に止まらず、

授業内容の質的多様化をももたらし、それに応える

ため、授業科目数は当初よりも倍以上に増えた（前

節参照）。しかしこの多様化する授業を定員の専任

教官のみで担当することは、量的にも質的にも当然

不可能であって、ここに教養部における非常勤講師

への依存度の高さ、という問題が派生する。試みに

平成４年度前期の１週間当たりの授業について、そ

の依存度を計算すると下表の数値が得られる。

すなわち教養部の授業の約40％は非専任の教官に

よって行われていたのであって、その人数は専任教

官の倍近くありながら、その平均の持時間数は１人

当たり僅かに3.6時間という低さであった。また、

その任用に際しては各人の来講可能な曜日と時間帯

を優先させる結果、全体のカリキュラムの編成や時

間割の作成に影響を及ぼした。さらに、一旦任用し

表３　他大学教養部の状況 

大学 

東京 

九州 

名古屋 

神戸 

信州 

京都 

山形 

金沢 

静岡 

学生定員a 

6,130.0

3,098.0

3,786.0

3,602.0

1,345.0

5,092.0

1,762.5

1,852.5

2,040.0

教官定員b 

346

144

138

143

51

125

60

63

69

a／b 

17.72

21.51

21.63

25.19

26.37

27.52

29.37

29.40

29.56

大学 

広島 

鹿児島 

弘前 

岡山 

茨城 

埼玉 

山口 

千葉 

愛媛 

学生定員b 

4,020.0

2,092.5

1,192.5

2,047.5

1,575.0

1,740.0

1,687.5

2,332.5

2,010.0

教官定員a 

133

62

34

56

39

43

40

55

39

a／b 

30.23

33.75

35.07

36.56

40.38

40.46

42.19

42.41

51.54

（「広島大学教養部改組案（第２次））昭和46年」より）

人　数 

持時間 

％ 

専任教官 

66

615

60.2

学内併任 

37

103

10.0

学外非常勤 

75

304

29.8

計 

178

1,022

100

表４ 



た非常勤講師は長年にわたって勤続することが多

く、授業内容の慢性化をもたらすという教育効果上

の問題も生じたのである。

第１節に述べたように、本学の学生は入学と同時

に教養部に在籍し、１年半の履修期間中に所定の単

位を取得した後、各専門学部へ移行することを原則

とした。このいわゆる「横割り」制度からは、専門

移行の条件は如何にあるべきか、という問題が必然

的に生じてくる。専門教育課程へ進めない学生は教

養部に「留年」し、結果として４年間での大学卒業

は不可能となるからである。

昭和42（1967）年10月には、41年度入学生の専門

移行を教養部として初めて取り扱うこととなった

が、この際には、文理学部が一般教養を担当してい

た従前の例に従って、下に掲げる「履修規定内規」

によるほかはなかった。

富山大学一般教育課程履修内規

（昭和29.12.27制定）

第２条　専門教育課程を履修するには、一般教育

科目ならびに外国語科目について、その必修単

位の４分の３以上を修得していなくてはならな

い。ただし、各学部学科により、その限度を高

めることがある。

第３節　専門移行とその条件

この「内規」が示すごとく、教養部設置以前の専

門移行条件には、２つの問題があった。ひとつは専

門教育課程に進んでからも、一般教育の４分の１を

履修し得るとする、いわゆる「くさび型」を原則と

しているという点であり、他のひとつは、この原則

にもかかわらず、各専門学部がそれぞれの教育上の

利害から「横割り型」を志向している、という点で

ある。前者の原則で良しとするのは文理学部文学科

のみであり、他の学部学科はすべて許容限度を高め、

経済学部に至っては移行前に一般教育全単位の取得

を要求していた。このような状況を制度的に改善す

ることも新設教養部の仕事のひとつであったのであ

る。なお、参考のため、この「内規」による昭和42

年10月の専門移行数を表示しておく。

以後、昭和42年秋から43（1968）年春にかけて、

移行条件についての折衝が教養部運営協議会（全学

組織）を場として各学部にたいし精力的に行われた。

この間、新設教養部の主体性を確立しようとする教

養部教授会は、全学部同一の条件であることを主張

し、１年半在籍のあと無条件で移行という極端論や、

卒業要件の56単位中（第１節参照）46単位以上の取

得をもって移行させる現実案などを提示したが、何

384
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人文・社会・自然・英語・ドイツ語、合計52単位
のうち39単位以上 

人文・社会、計20単位以上、自然３科目12単位以
上、英語・ドイツ語、各８単位、計16単位合計48
単位以上 

人文・社会・自然、各３科目12単位、計36単位の
うち32単位以上、英語・ドイツ語各８単位、計16
単位のうち14単位以上、合計46単位以上 

文学科 

理学科 

教育学部 

人文・社会・自然、各３科目12単位計36単位、英
語・ドイツ語、各８単位計16単位、合計52単位 

経済学部 

人文・社会、計18単位以上、自然４科目17単位以
上（ただし、実験３単位を含む。）英語・ドイツ
語、計14単位以上、合計49単位以上 

薬 学 部 

人文・社会、各３科目12単位、計24単位のうち20
単位以上、自然３科目12単位のうち11単位以上、
英語・ドイツ語、各８単位計16単位のうち15単位
以上、合計46単位以上 

工 学 部 

文理 
学部 

（昭和42年度第16回教養部教授会資料より）

表５ 

表６　各学部専門教育課程移行可否一覧表（昭和42年10月） 

学部 学科 対象学生数 移行許可者 移行不許可 備　考 

文
　
　
理 

教
　
　
育 

薬
　
　
学 

工
　
　
　
　
　
学 

合　計 

経　済 

文 

理 

計 

小 

中 

計 

薬 

製薬 

計 

電 

工化 

金 

機 

生 

化工 

計 

47

70

117

107

51

158

170

57

50

107

41

51

39

56

43

42

272

824

43

58

101

105

49

154

144

54

46

100

35

44

32

50

38

36

235

734

4

12

16

2

2

4

26

3

4

7

6

7

7

6

5

6

37

90

23

34

57

80

29

109

111

28

24

52

26

24

15

29

21

19

134

463

※備考：一般教育科目、外国語科目完全取得者数 
（昭和42年度第16回教養部教授会資料より）
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れも同意を得るに至らず、結局、43年５月の運営協

議会において、専門課程で履修する体育実技１単位

を除いた全単位（55）の取得を移行条件の原則とす

ることで、全学的な一致をみたのである。

これは従来の「内規」に比べて極めて厳しい条件

であることに配意して、教養部は同年６月８日の教

授会で、専門移行の新内規に「当分の間教授会の議

を経て特別の措置をすることが出来る」旨の「ただ

し書」を付することとなった。また、この規定は43

年度入学生から適用され、42年度入学生はなお従来

の例によることも確認された。

その後いわゆる「大学紛争」の混乱を経て漸く正

常の授業状態に戻りつつあった昭和46年度の資料に

依って、専門移行の一例を挙げれば、同年10月16日

の教授会において45年度入学生883名について審議

し、まず55単位完結者584名の移行を認定し、次に

「ただし書」を適用して、４単位までの不足者234名

も加え、計818名を移行させることとし、各学部と

折衝することになった。その結果が11月８日の教授

会で部長より報告され、それによれば、文理学部文

学科、教育・経済・工の各学部は教養部案を了承し

たが、文理学部理学科は３単位までの不足を、薬学

部は１単位のみの不足を認め、結果として移行数は

当初よりも４名減の814名、留年数は69名となった。

この年の移行条件が比較的緩やかであるのは、なお

も尾をひく大学紛争の影響を考慮したものであり、

この移行に際して、工学部長より「漸次全単位修得

を条件とすることに近づけてほしい」旨の要望があ

ったことも報告されている。

その後も毎年こうした措置をとり続けて５年が経

過した昭和51（1976）年10月、専門移行を審議した

教授会は、55単位完結の原則に加えて、なお場合に

よっては２単位不足者の移行をも部長裁量で認める

ことを改めて決定した。全単位完結の原則が漸く常

識化し、この年の移行主体である50年度入学生

1,069名のうち完結者は947名で88.6％の高率を示し

ていたのである（前述45年度入学生の場合完結者は

66.1％）。

昭和52年度には文理学部が人文・理の２学部に改

組されて現行の５学部制となったが、55（1980）年

10月の専門移行において人文学部は２単位不足者の

受け入れを表明した。この結果、同学部54年度入学

生（160名）の未完結者18名のうち11名が移行を認

められ、留年生は僅かに７名となった。また、57年

度には教育学部が、さらに63年度には経済学部が、

同じく２単位不足者の受け入れを決定し、以後、教

養部の廃止に至るまで、理・工の２学部は全単位完

結を、他の３学部は２単位不足までを、専門移行の

条件としたのである。試みに教養部最後の３年間の

移行状況を各年度の教授会資料によって表示すれ

ば、表７のごとくになる。

ちなみに、移行率の記載は昭和63年度入学生に対

する移行認定教授会（平成元年10月11日）ではじめ

て指示されたものであり、このことは「留年」の問

題が極めて顕著に意識されだしたことを物語ってい

る。「横割り」方式をとる以上、留年は必然的に生

じる現象であって、教養教育のあり方、ひいては教

養部の存在自体が問われる要素のひとつでもあった

のである。

第１章第３節に略述したごとく、本学における教

養部の設置は、周到な検討と十分な時間的余裕のも

とに実現したのでは決してなかった。従って、当初

は文理学部に同居を余儀なくされ、教養部がその独

自の施設を所有したのは、ようやく設置後１年を経

てからであった。すなわち昭和42（1976）年５月４

日の教養部教授会（大学本部にて開催）においては

じめて増築計画が明らかとなり、既設の文理学部北

第４節　教育施設（校舎）

人 文 教 育  経 済  理  工  計  学部 学生 

平
成
元
年
入
学 

平
成
２
年
入
学 

平
成
３
年
入
学 

在 学 数  

移行該当数 

不許可数 

移行率％ 

在 学 数  

移行該当数 

不許可数 

移行率％ 

在 学 数  

移行該当数 

不許可数 

移行率％ 

189

178

11

94.2

184

166

18

90.2

203

190

13

93.6

240

227

13

94.6

237

224

13

94.5

236

224

12

94.9

368

331

37

89.9

365

308

57

84.4

397

363

34

91.4

196

161

35

81.6

198

141

57

71.2

205

166

39

81.0

368

303

65

82.3

408

318

90

77.9

406

331

75

81.5

1,361

1,200

161

88.2

1,392

1,157

235

83.1

1,447

1,274

173

88.0

表７ 



側の部分を黒田講堂に並行に４階建てで西方へ約32

メートル延長し、さらに内庭に２階建ての教室部分

を付置する案が承認された。建物の総面積2,076平

方メートル（小数点以下切捨て。以下同じ）、うち

教室の面積は200人用中教室（174平方メートル）４

教室、90人用（115平方メートル）・60人用（86平

方メートル）各２室ずつ、計1,092平方メートルで

あり、残り984平方メートルを事務系各係室・部長

室・会議室などの管理部門と廊下・階段・便所など

が占めた（付図１参照）。この計画に基づいて同年

７月下旬には入札発注、翌43年度第１回教授会（４

月10日）は新校舎の自前の会議室で開かれたのであ

る。かくして、教育施設面での基礎的態勢はこの年

に定まったといえよう。

その後、入学定員の増加は必然的に校舎の増築を

促し、昭和49年度には内庭の２階建て教室部分に隣

接する形で、４階建て総面積2,100平方メートルの

教育棟が建設された。70人用教室（98平方メートル）

10室、ゼミナール室（76平方メートル）２室、計

1,132平方メートルが教室部分、残りは廊下・ホー

ル・作業員室・器材室・便所等であり、「新館」と

呼ばれて、外国人など少人数の授業に利用されるこ

とが多かった。なお、この増築に関し、教養部教授

会は48（1973）年５月および49（1974）年１月にそ

の要求案を採択しているが、実現した建物は、全体

の規模は要求と大差はないものの、その内部構造は

要求案とはかなり違ったものであった。その経緯は

不明であり、実現した建物の基礎図面も現在は見当

たらない。現存する図面的資料としては、次に述べ

る52年度増築計画に関する図面があるのみであっ

て、上述の教室面積等はこの資料（付図２）の※印

部分に依るものである。

昭和52（1977）年10月26日の教授会では、「文理

学部改組に伴う教養部校舎新営」が審議され、既設

校舎の西側に付設する形で総面積1,615平方メート

ルの４階建て校舎の増築が決定した（付図２参照）。

この校舎は文理学部改組後の人文学部と教養部との

間の「基準建物坪数の振替」を目的とするものであ

り、人文学部校舎に存在した教養部教官研究室（付

図２参照）の移設が主眼であった。従って、総面積

の約半数780平方メートルは研究室であり、教室部

分は２階建て３室計280平方メートルに過ぎなかっ

た（付図２－２参照）。なおこの教室部分のうち１

階の２室も後に教官研究室等に改造されており、こ

の増築全体は「研究棟」と呼ぶにふさわしいもので

あった。また、この棟には主として人文・社会・外

国語の３分野の研究室があり、自然科学の教官研究

室は理学部の建物内に居を占め、保健体育のそれは

教育学部の敷地内に別棟を構えていたことを付記し

ておく。

教養部校舎の増築としてはこの教官棟が最後であ

り、以後教養部の廃止に至る15年の間に大きな改築

は見られなかった。この間に学生の入学定員は400

名近く増加しており、当然のことながら教室の不足

を来して、特に受講生全員の出席を前提としなけれ

ばならぬ期末試験の在り方に変化を与え、ひいては

授業の形態や内容にもその影響は及んだのである。

（付記）

昭和61年度の経済学部改組に伴い、教養部におい

ても同年度から「経済学部夜間主コース」が開設さ

れた。学生定員１学年60名、授業時間は午後５時50

分から９時までの間に90分授業２コマ。必要単位は

一般教育科目32、外国語科目12、保健体育科目４、

計48単位。４期制（２年間）とし、３・４期には専

門課程の授業も行う、いわゆるくさび型を採用した。

開設授業科目は原則として専任教官が配置されてい

る科目とし、当初の授業は専任教官が担当したが、

後には非常勤講師にも担当を依頼するようになっ

た。
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専門学部と同じく教養部においても、学生の問題

を専ら扱う公的な審議機関としては、教養部長を委

員長とし教授会で互選された10名（原則）の教官を

委員とする補導委員会があり、学生に対する事務上

の窓口としては学生係（昭和53年度に教務係より独

立）があった。また、学生の私的な相談に応じる助

言教官制度も、一般教育を担当した文理学部から引

き継がれたが、当時は学生名簿の順に機械的に割り

当てていたものを、教養部においては学生に教官を

選択させる方法に改められた。

しかしながら、細分化された学問領域での少人数

教育によっていわゆる師弟関係の成立が可能な専門

学部とは異なり、教養部にあっては、教官と学生と

が人間的に触れ合う一般的な場は、特殊な場合を除

いて、ほとんどなかったと言っても過言ではない。

従ってそこでは大学当局を管理者としてのみ位置付

けようとする一部学生の思想や行動が突出する一

方、いわゆる一般学生は教養部を専門課程への通過

段階と捉える傾向が強まっていった。

しかしその「一部学生」の意識も、教養部発足の

当初においてはさほど先鋭化したものではなかっ

た。右記に掲げる一文はその歴史的資料としての価

値を有するものであろう。

これは昭和42（1967）年４月19日開催の教養部教

授会（発足年度第２回目）に提出された資料のひと

つであるが、「先生方といっしょにお話ししたい」

という文言は、教官と同列でありたいという意識を

含むものとしても、なおある種の信頼関係を前提に

した表現であり、全体としては幼稚ささえ感じさせ

る文面であろう。なお、「一般教育自治会」が文理

学部時代から存在したこと、「話し合い」は過去に

も行われていたこと、要望の相手が教授会ではなく、

教養部長個人であることなどが注目に値しよう。一

第１節　基本的体制
方この要望に対し教授会議事録には「一般教育自治

会から教官との話し合いを求めていることについ

て、議長から各教官に出席の依頼があり、授業に差

し支えのない範囲で参加することを了承された」

（原文のまま）と記載されており、教養部長が各教

官に個人の資格での出席を任せる、という形をとっ

ている。また、次回教授会の報告事項の中に、「４

月25日教養部学生と懇談会の経緯について」という

項目名だけが挙げられており、「話し合い」が要望

どおりの日時に行われたことを窺わせるが、その内

容については残念ながら一言も記されていない。

この「要望書」の提出からほぼ３年半が過ぎた昭

和45（1970）年９月30日開催の教授会資料には、次

の文書が残されている。

第３章　学生問題への対応

要
　
望
　
書

私
達
学
生
は
講
義
の
開
始
期
で
あ
る
現
在
一
般
教
養
の
授
業
な
ど
に
つ
い
て
、
教
養
部
所
属
の
先
生
方
と
い

っ
し
ょ
に
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
左
記
の
要
領
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
横
田
教
養
部
長
殿
に
お
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ま
し
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は
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養
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所
属

の
先
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さ
る
よ
う
お
伝
え
下
さ
る
よ
う
に
要
望
致
し
ま
す
。

一
、
日
　
時
　
四
月
二
十
五
日
（
火
）
午
後
三
時
か
ら
五
時
ま
で

一
、
内
　
容
　
一
般
教
養
の
授
業
な
ど
に
つ
い
て

一
、
出
席
者
　
先
生
…
…
教
養
部
所
属
教
官

学
生
…
…
各
ク
ラ
ス
代
表
（
計
五
十
名
）

一
、
場
　
所
　
教
養
部
二
一
三
番
教
室

横
田
教
養
部
長
殿
へ

一
般
教
育
自
治
会
執
行
委
員
長
・
・

塚
　
本
　
信
　
二
・

（
注
記
）

前
回
（
一
月
十
九
日
）
の
開
催
時
に
、
前
文
理
学
部
長
高
瀬
教
授
の
お
話
し
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
も
、
先

生
の
話
し
合
い
を
も
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。



公開質問状

教養部教授会　殿

我々一般教育学生自治会執行委員会は近く団交

を提起したいと考えているが、その内容は次の通

りである。団交を実のある充実したものにしてい

くため、次の事項に対する見解を示してほしい。

尚、回答は10月２日（金）の午前中までに文書で

全学友の前に公開するよう要求する。

団交内容

Ⅰ．教養部の改組

イ． 授業内容改善に関して、積極的に学生の

意見を取り入れることを、教養部教授会

として努力せよ。

授業内容の改善及びカリキュラム制度

の改革に関するカリキュラム委員会の設

置を認めよ。

ロ． 現２年生の専門移行に関して、内規第２

条の「ただし …」以下を適用し、特別の

措置をとれ。今後は学生の代表と協議し

て再考せよ。

ハ． 週６時間のクラス活動の時間を保証せよ。

学生大会、その他自治活動に関し、時間

的、空間的に保証せよ。

ニ． 教養部教授会と、学生自治会との公的協

議機関を設立せよ。

Ⅱ．生協会館設立資金を文部省に請求するよう

努力せよ。

Ⅲ．自衛官受験、紛争報告書、中教審試案と答

申、大学立法に関して教養部教授会の態度を

明確にせよ。

Ⅳ．学内暴力排除に努力し、安易に機動隊に頼

るな。

以上

1970年９月30日

一般教育学生自治会執行委員会

前掲「要望書」と比較してその意識と形式の差に

驚かざるを得ないが、この３年半の間にいわゆる

「大学紛争」が介在したことを想えば、その変容も

当然であろう。教養部における大学紛争の経過は次

節に詳述するが、この「公開質問状」について付言

すれば、同日の教授会において検討の結果、なお内

容を確認する必要ありとして、補導委員会が自治会

代表より意見をきくことになり、結局教授会として

の文書による回答は行われなかった。

経済学部に端を発した本学の大学紛争が教養部に

波及した最初の現れは、次に掲げる学生自治会から

の文書（43年10月23日教授会資料）である。

申し入れ書

「教官・学生協議会」設置について

一年生も初めての試験が終わってようやく大学

生活にも慣れ学業にもいそしむ頃となりました。

この段階で経済学部問題、寮問題、工学部移転

問題、生協サークル会館設立等々本学にも諸々の

懸案が存在していることが明らかになっています。

しかもこれらは早急に解決すべき問題ばかりです。

当教養部においても私たちが勉学を続けていくの

にまだ多くの授業が大教室で行われ、更には、自

由に選択できないこと、教官・学生協議会設置に

ついて等、様々な障害が有ります。また作成され

ていると伝えられている教養部細則についても、

私たち学生には何らその詳細が明確にされていま

せん。また教養部生の約３分の１を占める工学部

の五福移転についても、学内の意見が一致してい

るにもかかわらず何ら進展していません。

私達は今後経済学部教授会が九月に決定した

「教官・学生協議会」を教養部にも設置し学生と密

接にかかわる問題について恒常的に教官と話し合

っていく機関としたいと思っております。

ぜひとも学部長はじめ教授会が私達のこの申し

入れを即刻討議され受諾して下さるようお願いし

申し入れを行います。

般教執行委員会

昭和四十三年十月十六日

教 養 部 長　殿

教養部教授会　殿

文面は依然穏やかであるが、内容は教官と学生の

話し合いの場を、経済学部の例に倣って、公式の機

第２節　大学紛争と教養部
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関とすることを要求するものであった。同様の「申

し入れ」は11月２日にもなされたが、この際は、人

事に関する経済学部の新規程を教養部教授会が支持

することも合わせて求めている。こうした要求に対

し、教授会は審議を繰り返したが、公式な態度表明

には至らなかった。11月14日には、教養部在籍の経

済学部１年生が、専門課程学生ストに同調して授業

放棄を行ったが、翌15日から16日に及ぶ経済学部学

生大会においてスト解除が決議された。この間、教

養部教授会は連日緊急会議を開いて成り行きを見守

ったのである。また、これに先立つ11月12日以降、

大学本部は一部学生によって占拠されていたが、12

月４日、教養部を借りて大学評議会が開かれた際、

学長・評議会に対する大衆団交を求める目的で、２

名の学生が教養部長室に強行入室するという事件が

あり、さらに12月18日には、教養部教授会開催中に、

折から学内デモを行っていた学生集団数十人が会議

室に乱入し、学長との団交開催要望を教授会として

決議せよ、と議長に迫るという一幕もあった。こう

した一連の出来事には、教養部自体の紛争への言わ

ば序曲であって、この時点では、教養部教授会は

種々論議を重ねながらも、学長・評議会に対しても、

また一部過激派学生に対しても、依然として積極的

な態度表明は行わなかった。

年が明けて44（1969）年１月18日（土）午後１時、

一般教育自治会は、学長に対する団交要求のための

「スト権確立」を目指して教養部学生大会を開催し

たが、定足数不足のため午後５時過ぎに大会は中止

された。これと並行して教授会も緊急に開かれたが、

スト対策を論じる一方で、団交に代わる全学集会を

速やかに開くよう学長に要望することを、教授会と

してはじめて了承した。１月30日の教授会では、

「評議会は学内の諸問題について話し合う全学学生

代表者集会を催す」旨の報告がなされているが、評

議会のこの提案は学生側の容れる所とはならなかっ

た。

こうした動きの中で２月５日に再度開かれた教養

部学生大会は定足数に達して、ついにスト権確立に

成功し、翌６日、一般教育自治会はストライキを宣

言する次のごとき画期的な文書を教養部長のもとに

届けた。

渡辺教養部長　殿

教養部学生大会の決定にもとづいて、大衆団交

を要求し、以下のスローガン実現のため、我々教

養部生全員は２月７日午後よりストライキに入り

ます。なお、期限は不定です。

要求項目

１．後援会関係帳簿を公開せよ。関係事務官

の引責辞職。後援会の解散。

１．自衛官入学の責任所在を明確にし、自衛

官入学拒否宣言を行え。

１．経済学部紛争の責任所在を明らかにせよ。

単位認定をせよ。

１．学寮規則白紙撤回

１．文理改組について明確にせよ。

１．工学部への東大ふり分け入学（30名）を

拒否せよ。

１．学生の団交権を認め、学生守則中の学生

の自治活動、政治活動の自由を犯そうとす

る項目を廃止せよ。

１．工学部五福移転計画を45年概算要求にく

みこむ中で明示し、移転計画に学生を参加

させよ。

１．移転問題が解決する以前に新設学科を高

岡に設置するな。

以上を我々は要求しております。教官各位の御

協力をお願いいたします。

一般教育自治会

ここに見られる９カ条の要求項目には、教養部に

直接関係するものは何ひとつ存在しなかったが、こ

の44年２月７日以降、教養部も大学紛争の渦中に巻

き込まれることになったのである。以後の経過は時

を追って略述するにとどめる。

２月17日、自治会は期末試験のボイコットと教室

自主管理を通告。教授会は学部在籍の再履修生に対

する試験を教官研究室等で実施することを検討。３

月７日、教授会は大衆団交の実現を学長に強く要望

することを決議。３月10日、全学大衆団交推進会議

の学生により教養部事務室が封鎖され、３月15日お

よび４月８日の教授会は附属中学校会議室で開催。



４月９日、学長は機動隊を導入、全学の封鎖が解

除され、以後教授会は新入生の授業開始を目指して

自治会との話し合いを求め、教養部団交開催の条件

を折衝し続けたが合意に至らず、４月26日、教授会

は新１年生に対する授業を５月１日に開始すること

に決して告示したが、妨害により同日の授業は行え

ず、一部教官有志が学生と団交。以後１年生に対す

る授業は妨害を受けながらも部分的に行う状態が続

く。

５月28日、正門バリケード封鎖。６月４日、教授

会（名鉄ホテル集会室で開催）は封鎖に対する強行

策に反対。６月11日、１年生に対する非常勤講師の

授業の休講を決定。７月２日、教授会は「大学の運

営に関する臨時措置法案」に対する反対声明文を公

表。７月28日、前期前半の授業は７月30日をもって

終了する旨の告知文を作製、掲示および学生家族に

郵送することを決定。なおこの間、７月25日に全学

集会（団交）が富山市体育館で開かれている（「総

説編」参照）。

８月21日、教授会は「教養部学生諸君に訴える」

と題する文書を作成、大学臨時措置法の適用を避け

て早期（９月８日）に授業を再開するため、９月１

日以降必ず登校して論議を深めるよう呼びかけて、

教養部全学生宛に郵送。８月30日、９月８日に授業

を再開した場合の日程を教授会で検討。９月５日、

教養部学生大会は授業再開の実力阻止を決議。翌６

日、教授会は授業再開の延期を決定。以後９月中は

情勢に進展なし。（これより先、８月25日には正門

等の封鎖が解除された。また教養部教授会は８月４

日以降すべて教養部会議室で開かれている。）

10月２日、学生大会はスト解除の動議を否決。翌

３日、自治会より教養部集会（団交）開催の申し入

れあり、教授会はそれに応じる。公開予備折衝を経

て、10月７日午後１時より黒田講堂にて集会（団交）

開催、議題は「授業再開について」。夜９時過ぎ怒

号と混乱の裡に終わる。以後教授会では再団交の可

否をめぐって論議が続くが、その間に再び教養部全

学生に文書を発送し、授業再開への協力を訴えてい

る。

10月18日、集会（団交）を前提とした予備折衝に

入ることにし、同23日、集会（団交）を10月25日に

行うことに決定。24日、学生大会開催、「全学団交

が開催されるまでは、週１回の学生大会と毎日のク

ラス討論の時間を保証すること」を条件に、スト解

除が決議された。25日の集会（団交）を経て、27日、

教授会は授業再開の条件に応じることに決し、その

旨を全学生に葉書で通知。10月31日の学生大会の席

上、学生側と覚書を交換、授業時間割等を配布し、

翌11月１日、２年生に対する第３期、１年生に対す

る第１期の授業が約７カ月遅れて開始されたのであ

る。その授業日程は次のごとき変則かつ困難なもの

であった。

昭和44年度授業日程

Ⅰ．２年次生（第３期）

授業開始　　11月１日（土）

授業終了　　12月26日（金）

期　　間　　８週

備　　考　（1）この間、時間延長、週２回の

授業などにより、15週分を消

化する。

（2）43年度後期の試験は、11月25

日までに成績を係まで通知で

きるようレポートやクラス毎

の授業のない時間などでのテ

ストによって、実施する予定。

Ⅱ．１年次生（第１期）

授業開始　　11月１日（土）

授業終了　　１月17日（土）

期　　間　　10週

備　　考　（1）この間、時間延長、週２回の

授業などにより、ほぼ15週分

消化に近づけ、残余について

は第２期、第３期間及び休業

日などを利用して補強する。

（2）12月27日（土）から１月３日

（土）まで冬季休業とする。

１年次生（第２期）

授業開始　　１月19日（月）

授業終了　　４月中旬

期　　間　　10週

備　　考　（1）細部にわたって今後検討して

お知らせします。

（44年10月31日　教授会資料）
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授業再開直後の11月４日、教授会は、スト突入時

に学生が掲げた９項目の要求事項（前節参照）に対

して、項目ごとに公式の見解を表明した。教養部に

とって言わば「他人事」であった９項目に対して、

この時点ではじめて態度表明に至った事実の裏に

は、紛争を経験した教授会の意識の変化が窺えるで

あろう。それを示すものとして、９項目のうち第７

項「学生の団交権と学生守則」に関する見解を次に

掲げておく。

７．団交権、学生守則

（i） 学生側より団交の要求があれば、これに応ず

るよう努めるべきであろう。

現在の制度下では学生の権利と認められて

いないが、将来にわたって制度化への方向で

努力する積りである。

（ii）学生守則中の学生の自治活動、政治活動の自

由を制限するような項目は廃止の方向に進む

べきである。

しかし、教育、研究の場の規律を保持する

ため、ある程度の時間的、場所的制限が必要

であるが、これは教職員および学生全体にわ

たる学内通則であるべきである。そのための

制度作成には三者による協議期間が設けられ

るべきであると考える。

この後、11月12日開催の学生大会は、13日から17

日まで５日間の期限付きストを宣言。これに対し教

授会は同期間中の授業を行わない旨を掲示した。こ

のストに際して学生が掲げたスローガンは、佐藤首

相訪米阻止・70年安保粉砕・沖縄闘争勝利・等の明

白に政治的な目標であって、本学における紛争の質

的な変化が看取されよう。本節を敢えて紛争の「余

波」と題した所以である。しかし、それはなおも大

きなうねりとなって教養部を襲うことになる。

11月１日に再開された授業は、若干の変更を余儀

なくされながらも、当初の計画に従って実施され、

２年生（43年度入学生）は第３期授業および試験を

12月26日に終了、またこの間に、２月にスト開始の

ため行えなかった第２期期末試験も随時実施し、各

学部の事情に応じて専門移行が可能となった。１年

第３節　紛争の余波
生の第１期授業および試験は45（1970）年１月17日

に終了、その第２期授業は１月19日から開始され、

４月18日終了の予定であった。１月22・23両日には、

学生大会決議による沖縄全軍労支援の政治ストが行

われたが、授業態勢に大きな影響はなく、年度末を

迎えた。

しかしその間に学内の情勢は再び緊迫し、２月に

はいわゆる全共闘系学生が、本学が文部省に提出し

た「紛争収拾状況報告書」の公開を迫り、３月には

経済学部学生が安保粉砕と学部人事に関する自己批

判等を要求して無期限ストに入り、卒業式は各学部

ごとに分散して行われるなどの事態になった。

45年４月新年度開始早々、４月１日に教養部学生

大会は、経済学部と同様の政治的スローガンをかか

げかつ団交を要求して、無期限ストに入ることを通

告。翌２日、教授会は実施中の授業および予定の期

末試験を当分の間休講とし、一方で集会（団交）の

折衝に入ることにした。しかし交渉は進展せず、自

治会執行部が無断借用していた教室で失火事件（４

月13日）などがあり、緊張関係が続く中で、20日に

入学式が予定されている新入生の扱いをめぐって、

教授会内の対策委員会は連日論議を重ねた。入学式

は妨害を受けて中止されたが、23日には教養部オリ

エンテーションが５学部分散の形で教養部校舎内で

実施され、27日に予定していた新入生への授業開始

をしばらく延期し、代わりに説明会・講演会・研究

室訪問等の形で登校させる方針を明らかにした。

４月27日には、学長・評議会に対して要求されて

いた全学集会（団交）が開かれたが成果なく終わっ

た。教養部教授会は同30日に全教養部生に文書を発

送して授業再開を呼びかけ、５月６日には対策委員

会主導の説明会を開催。18日には経済学部新１年生

が要請した説明集会に応じ、教授会代表が出席して

現況の説明に努めた。５月20日、新１年生を含めて

の教養部学生大会が開かれ、過半数の賛成によりス

ト解除を決議、これを受けて５月22日より授業が開

始されるに至った。授業日程は次のごとくである。

５／22（金）～７／16（木）〈８週〉

１年生第１期及び２年生第３期授業

７／17（金）～７／25（土）

２年生第２期分残り授業

８／30（日）～９／６（日）



２年生第２期期末試験

９／10（木）～10／28（水）〈７週〉

１年生第１期及び２年生第３期授業

10／29（木）～11／10（火）

１年生第１期及び２年生第３期期末試験

11／16（月）～３／13（土）〈15週〉

１年生第２期授業

３／15（月）～３／20（土）

１年生第２期期末試験

この日程は、前年の圧縮授業の弊を避け、夏期休

業も入れて原則に復帰しようとしたものであった。

しかしその後、日本育英会の奨学金停止にからむ事

情と、専門移行時期についての各学部の要望により、

第２期期末試験期間を夏休み前の７月27日～８月１

日に、また１・３期７週分授業の開始を９月１日に、

それぞれ繰り上げることに変更した。ところが、46

（1971）年６月は安保自動延長の月に当たり、学内

の反対運動は高まりを見せ、教養部学生自治会も６

月10日学生大会を開き、６月13日から23日までの期

限付きストを決議。これに対し教授会はこの期間の

授業を９月１日から同10日の間に行うことにし、従

って先に繰り上げた１・３期７週分の授業開始を９

月11日に繰り下げる措置を取らざるを得なかった。

なお、この学生大会の開催に際し、全共闘系学生に

よる妨害行動があり、学生間の暴力事件が生じ、教

官が急行して説得に当たる、という出来事もあった。

ストは期限どおり６月23日日に終了、以後の授業

は平常に行われた。この間に、学内では６月17日正

門のバリケード封鎖、その翌日大学側の強行撤去が

あり、反安保全学総決起集会（６月23日）の学内外

デモを境に情勢は鎮静に向かい、７月27日には経済

学部学生大会が無期限ストを解除して、全学部が授

業を行うことになった。本学の大学紛争はここに漸

く終息したと一般的には言えよう。

教養部の授業は予定どおりに進み、１・３期の授

業および試験は11月10日に終了、２年生は専門に移

行し、１年生の第２期授業も同16日に始まり、年も

改まって46年３月20日には試験も含めて無事終了す

るかに見えた。しかるに、折からの「三里塚闘争」

の支援を掲げて、教養部学生は３月２日から同17日

までストを決行した。やむを得ず教授会は20日まで

を授業とし、期末試験は４月２日から同10日の間に

行うことにしたが、自治会からの強い要望を考慮し、

３月18日から４月10日までを休業期間とし、４月12

日～17日に残り授業、19日～24日に試験を行うこと

に改めた。したがって、46年度新入生に対しては４

月13日にオリエンテーションを行った後、26日の授

業開始までの間は、前年同様に説明会等の行事を組

むことになった。このように前年度の授業や試験が

次年度に繰り越されて新１年生の授業開始を遅らせ

る、という変則的な事態が正常に復して紛争の余波

が鎮まるまでには、この後なお２年の歳月を要した

のである。

昭和49（1974）年７月17日開催の教養部教授会資

料には、「学生団体行事と授業実施関係取扱要綱」

なるものがあり、そこでは、「学生団体の行事等は

授業実施に支障を来さないことを原則とする」と規

定した上で、この原則に依り難い場合として、「一

般教育自治会会則による学生大会のうち１年間に４

回以内について」、また、「自治会選挙管理委員会が

主催する正副執行委員長の選出に伴う立会演説会の

うち１年間に２回以内について」授業を休講とし後

日補講する、と定めている。こうした「取扱要綱」

を必要とした直接の原因は、これに先立つ５月23日

開催の学生大会に際して、混乱を避けるため急遽休

講措置をとったこと、また６月12日の立会演説会に

は休講しなかったため授業が混乱したことが挙げら

れる。ともあれ学生大会と立会演説会に対し年間計

６回の休講措置を定めたことは、教授会がこれらの

自治会行事の存在理由を正式に承認したことを示す

ものと言えよう。一方、自治会活動もかつての過激

な闘争的姿勢は影を潜め、ある種の秩序の下に行わ

れるようになったのである。

だが、こうした状態に移行する道程は決して平坦

なものではなかった。前節末に触れたごとく、46年

度には新学期が４月26日に開始され、予定どおり10

月６日に前期を終了、２年生は専門へ移行し、10月

18日には後期授業が開始された。しかるに11月８日

から同20日まで期限付きストが行われ、さらに47

（1972）年２月15日の学生大会は翌16日からの無期

第４節　教授会と学生自治会
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限ストを決議し、一部学生は教養部玄関を封鎖する

に至ったのである。これらのストの理由として挙げ

られたのは、主として学内問題、さらには中教審反

対・国立大学授業料値上げ阻止等であった。

教授会はしばらく事態を静観したが、３月14日に

はスト解除を訴える文書を全教養部学生に発送。同

22日午前６時、警察官が建造物不法侵入容疑の捜査

令状を示して学内に入り、教養部内の教室も捜索、

この際職員等の手で玄関封鎖が撤去された。47年度

に入って、４月13日に玄関は再封鎖され、黒ヘルメ

ット姿の学生たちが教授会に乱入、新入生に対する

授業開始も阻止され、当分休講。５月８日の学生大

会で漸くスト解除決議に至る。以後、約１カ月遅れ

て開始された前期授業も終わりに近い10月18日、再

び無期限スト（授業料値上げ反対）に入り、半年前

とほぼ同様の曲折を経て、12月21日にストは解除、

前期授業および試験の終了は翌48（1973）年１月22

日であった。教養部学生の授業放棄（ストライキ）

はこれが最後のものとなったが、大幅に遅れた授業

日程を正常に戻すには48年度中を通じて多大の努力

を必要としたのである。

本学における大学紛争の終息の時期を昭和45年７

月末とすれば、本節冒頭に述べた「取扱要綱」決定

時との間に丸４年の時間が経過したことになる。こ

の間、教養部においては、長短の差はあれ、なおも

４度の授業放棄が行われたことは前述のごとくであ

るが、こうした経緯を通じて、教授会と学生自治会

との間の交渉過程にある種のルールとも言うべきも

のが生じてきた。そのひとつは、自治会執行部は事

あるごとに「公開質問状」を教授会宛に発し、教授

会はそれに対して文書もしくは口頭で必ず回答す

る、という形式の成立である。さらに、その質問な

いし要望の内容の限定に関する暗黙の了解があげら

れる。すなわち、教授会として回答不可能な政治的

または観念的テーマをめぐっての質問や論議は不毛

であり、自治会活動に対する一般学生の関心を高め

るためにも、より身近かで切実な問題が提起され、

教授会も可能な限りそれに解答するという姿勢が必

要となったのである。

本章第１節に例示した昭和45（1970）年９月30日

付けの「公開質問状」は団交要求を目的とするもの

であるが、そこに挙げられている団交内容のほとん

どが、既に教養部自体に係わるものとなっていた。

その３年半後、昭和49年２月６日付けの質問状の項

目は、次に列記するごとく、さらに切実かつ具体的

である。

Ⅰ）スチーム暖房について。Ⅱ）過密・過疎スケ

ジュール、授業時間について。Ⅲ）昼休み時間につ

いて。Ⅳ）政治学、音楽の授業に関して。Ⅴ）図書

館の灯について。

Ⅰ）は折からの石油危機の世相を反映したもので

あり、Ⅱ）の過密（第２期）・過疎（第３期）スケ

ジュールは以前からの懸案事項ながら、その改正は

困難であったが、授業時間（105分）は100分に、ま

たⅢ）の昼休み時間（35分）は50分に、それぞれ50

年４月から改正された。なおこの事項は54年度後期

から授業時間90分、休憩15分、昼休み60分に改めら

れ、以後は変わることがなかった。Ⅳ）は政治学が

学外非常勤講師による週１度の講義しか行われない

ことに対する不満と、音楽の授業に使用されている

２教室のいずれにもピアノを設置せよ（１教室のみ

既設置）、という要望であった。前者の不満は政治

学に専任教官が配置されたこと（50年度）により解

消したが、後者の要望に関しては残念ながら記録が

見当たらない。Ⅴ）の「図書館の灯」とは、附属図

書館２階の自由閲覧室が節電のため消灯されている

事態に対して見解を問うものであったが、教授会の

回答はこれまた記録されていない。

以上いささか冗長を怖れながら述べた具体例によ

っても、教養部における教授会と学生自治会との関

係のあり方の一端が窺えるであろう。



既に第１章で述べたように、発足当時の教養部は

教官定員33名（うち５名は欠員）、教養部長は学長

が事務を取り扱い（併任）、教授の実員は僅か４名

で当然人事権も持たなかった。教授のみの教授会

（人事教授会）が可能となったのは、発足後８カ月

が過ぎた42（1967）年12月末のことである。すなわ

ち同年12月27日開催の教授会報告事項として、同月

22日の評議会において２名の教養部助教授の教授昇

任が認められて教授実員が11名となったため、「暫

定人事教授会の申し合せにより同教授会を解散する

ことが（評議会で）承認された」旨が記録されてい

る。ここで言う「暫定人事教授会」とは正式名を

「教養部暫定教官人事委員会」と称し、教養部運営

協議会（後述）の協議員に教養部教授を加えて構成

され、教養部の教官人事を審議する機関であった。

つまり、この機関によって教養部教官の昇任人事が

促進され、「学部自治」の根幹のひとつである人事

権を教養部も保持することになったのである。

これに先立つ８月17日開催の評議会では「富山大

学教養部長選考基準」の制定が承認されており、教

養部教授会はこの「基準」に基づいて教養部長候補

者選挙を行い（９月23日）、ここに漸く実質的に

「初代」の教養部長が実現した（10月１日発令）。し

かし、ここで特記すべきはその選考基準の内容であ

って、以下にその一部を掲げる。

富山大学教養部長選考基準

（選考）

第１条　教養部長候補者の選考は、教育公務員特

例法第４条及び第25条の規定により富山大学協

議会の議に基づき学長が行なう。

（選考の範囲）

第２条　教養部長候補者の選考は、本学の教授お

よび教授予定者のうちから行うものとする。

第１節　教養部の自治権
（選考の経過）

第３条　前２条の選考にあたり、学長は教養部教

授会（以下「教授会」という。）に教養部長候補

者の推薦を求め、その候補者について教養部運

営協議会の議を経るものとする。

（以下省略。42年８月31日教養部教授会資料）

これによれば、教養部長の選考の範囲は「本学の

教授及び教授予定者」と規定されており（第２条）、

場合によっては他学部の教授が教養部長となること

も可能であったのである。このことは教養部が決し

て「学部」でないことを明白に示すものであっって、

教養部の自治権は、いわゆる「学部自治」に基づく

自明のものではあり得ず、それは獲得すべき目標で

あった。もちろん教養部教授会は歴代の教養部長を

すべて教養部教授から選び、選考基準第２条の規定

は完全に空文と化したが、それ故にこの規定を現実

に即したものに改正して教養部の主体性を示そうと

する動きも当然生じてきた。教養部発足後14年を経

た56（1981）年11月４日開催の教授会において、こ

の第２条の「本学の教授」を「教養部の教授」に改

める案が審議され可決されているが、この際の議事

録によれば、この件は既に「昭和47（1972）年の協

議会ならびに昭和49（1974）年に教養部運営協議会

で審議され、その後進展していなかったのでこれを

進行させる」旨を部長が発言している。「その後進

展していなかった」のは何故なのか、残念ながら今

はその事情も明白ではないが、教養部長改選期を迎

える毎にこの問題が教養部教官の意識に上ったもの

の、各方面の積極的な賛同が得られぬままに歳月が

経過した様子も窺えるのである。なお、この教養部

長候補者の選考範囲の改正と共に、選考基準第１条

中「富山大学協議会（48年に『評議会』と改正）の

議に基づき」とあるのを「富山大学教養部教授会の

議に基づき」と改めることも、上述56年の教授会で

決定され、後日の評議会において併せて了承される

こととなったのである。
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しかしながら、教養部の自治権を制限する最も重

要な制度として、さらに「教養部運営協議会」の存

在を挙げねばならない。

昭和42年４月17日開催の教養部発足後第２回教授

会において、それに先立つ14日の評議会でこの運営

協議会の規制が制定された旨が、下記の資料を付し

て議長から報告されている。

富山大学教養部運営協議会規則

（設置）

第１条　富山大学学則第48条の規定に基づき、本

学に教養部運営協議会（以下「協議会」という。）

をおく。

（権限）

第２条　協議会は、次の事項を審議する。

（1） 教養部運営の基本方針に関する事項

（2） 教養部の教育課程の編成に関する基本的

事項

（3） 教養部教官人事の調整に関する事項

（4） その他教養部の運営に関する重要事項

（組織）

第３条　協議会は、次の職員で組織する。

（1） 学長

（2） 各学部長および教養部部長

（3） 各学部から選出された教授　各１名

（4） 教養部から選出された教授　　５名

（5） 学生部長

２　前項第３号および第４号の協議員は、学長が

委嘱し、その任期は２年とする。ただし、再任

を妨げない。〔以下省略〕

この規則は、教養部が自らの運営に関する基本方

針や重要事項については自決権を持たず、各学部と

の協議に依らねばならぬことを明白に示すものであ

る。とは言え、設置当初の弱体教養部にとっては、

この協議会は必要な制度であった。先に述べた暫定

教官人事委員会の構成もその一例であるが、さらに

具体例を挙げれば、42年７月14日に開かれた第１回

運営協議会では、期末試験の監督教官について教養

部から各学部に対しての協力要請が主題であって、

仮りにこうした場が存在しなかったとすれば、教養

部にとっては極めて不都合な事態となっていたであ

ろう。もっとも、協議の結果、学部からの応援をで

きるだけ少くするために、可能な限り試験時間の短

縮と出題方法の見直しを行うことになった。このこ

とは教養部の個々の授業のあり方にも影響を及しか

ねない問題であったというべきであろう。

運営協議会のこうした機能は、教養部教官定員の

増加と多様化が進み、各学部への依存度が低下する

につれて、教養部にとっては言わば一種の煩しい存

在となりつつあった。協議会の審議事項として揚げ

られている「基本」方針や「重要」事項等の抽象的

な文言の故に、ある事案についてそれが協議会に付

議すべき事項であるか否かが、教授会で長時間議論

されることも多かったのである。やがて、自治権の

追求と共に　運営協議会無用論が教養部内に抬頭し

たのも自然の趨勢であった。

この動きはまず協議会規則改正の試みとなって現

れた。発足３年後、45（1970）年１月７日の教授会

には部内の制度委員会から、「現行の規則では、運

営と人事に関する教養部教授会の自主性が著しくそ

こなわれている」として、教養部運営協議会規則改

正案が提出され、採択されている。その内容は、

１、現行規則第２条を次のように改める。

第２条　協議会は、教養部に関する次の事項を協

議する

（1）教育方針に関する事項

（2）教育課程の編成および履修方法に関する基

本的事項

（3）その他連絡調整に関する重要事項

２、現行規則第３条を次のように改める。

第３条　協議会は、次の職員で組織する。

（1）学長

（2）各学部長おおよび教養部長

（3）教養部各系列から選出された教官５名

というものであった。改正の主旨は、協議事項から

人事を抹消して教養部の人事権を確保し、協議会の

構成は学部側議員の数を減じて多数決による学部本

位の決定を避けようとするものであったことは明白

である。（なお、この改正案第２条は愛媛大学の規

則に準じた旨の注記がある。）

改正案は45年２月６日の運営協議会に提案され、

第２条（1）の「事項」を「基本的事項」とし、第

３条（3）の「各系列」を削除する２点の修正を受

けたあと、各学部へ持ち帰り審議されることになっ

た。その後約８カ月を経た同年10月27日開催の運営



協議会において、この改正案に対する各学部の意見

が求められたが、まだ教授会で検討していない学部

があり、次回12月18日の協議会で改めて審議された。

その結果、第２条（協議事項）の改正は原案通りに

承認されたが、第３条（構成）は認められず、現行

規則のままとなったのである。

その後規則改正への目立った動きは無かったが、

協議会そのものの開催も極めて少く、各年度に１度

ないし２度開かれるという状態で推移した。しかし

10年後、55（1980）年４月18日開催の運営協議会の

議事録には、注目すべき次の記述（前後省略）が見

られる。

その他

（1）教養部運営協議会の在り方について

このことについて、本日の議題になったような

規則改正までも、当協議会で協議することには疑

義があるという意見が出され、近く設置が予定さ

れている教務委員会、その他の委員会等との関連

において、当協議会の在り方について意見が交さ

れたが、学長から、（中略）、今後、当協議会と富

山大学教務委員会との関係をどうするか、また、

各学部と教養部との連絡をどのように進めてゆく

かについて充分検討したいと述べられた。

上文中「本日の議題になったような規則改正」と

は、55年度より授業科目の「社会環境論」と「自然

環境論」を各４単位に増し、また「富山の自然」２

単位を新たに授業科目に加えるための教養部規則一

部改正を指す。すなわち、こうした事項までもその

都度「協議」する必要は更に無く、一方協議が必要

な「基本的」ないし「重要」事項は、協議会を経た

としてもさらに全学的な委員会等の承認を得なけれ

ばならぬとすれば、運営協議会の存在理由はほとん

ど無い、という意見が協議会自体の中から生じたの

である。

その後協議会は一度も開かれず、またその廃止ま

たは存続についても明白な確認がないままに６年が

経過した61（1986）年３月５日の教養部教授会で、

運営協議会の存在が久しぶりに議論の的となった。

問題となった議案は経済学部夜間主コース設置に伴

う教養部規則の一部改正であり、議事録に依れば、

改正案は「教養部運営協議会を経て、来る３月12日

の評議会に付議する予定である」旨の説明が部長か

らなされたのである。これに対し、「（協議会は）数

年間開催されずに来たものを今更ここに開催するこ

とは納得できない」と反対があり、部長からは、

「重要な改正のため、事務局・学生部とも相談のう

え、開催することが適当であると考えた」との見解

が示された。

（注：運営協議会を３月10日に開催する旨の通知書が既に３

月３日付けで学長より発せられていた。）

これに対して、開催の中止を申し入れよ、との要

求があり、議事は紛糾、結局「教養部として（運営

協議会）廃止に向けての意志統一を図り」、「廃止の

方向で今後対処してゆくことが確認された」のであ

る。また、今回開催予定の協議会については、「部

長より、学長の意向を伺って見るが、その結果によ

り、開催となれば（ボイコットはせず）出席するこ

とにしたい旨述べられ、了承された」とある。現存

する「教養部運営協議会関係綴」で見れば、前述の

開催通知書がその最後に綴られており、それに続く

議事録等は存在しない。従ってこの３月10日の協議

会は開催されなかったと考えられる。かくして、運

営協議会は有名無実の存在となり、教養部は自らの

運営に関して実質的にはその自治権を獲得した、と

言い得るであろう。

教養部の自治の拡大を目指した努力が相応の現実

的な果実を得たとすれば、同じく教養部の現状打開

を志しながら遂に何の実りもなく終わったものに、

学部への改組を基本方針とする教養部将来計画立案

の努力がある。

この努力が文章として表現された最初のものを尋

ねるならば、教養部設置後僅かに５年を経たばかり

の昭和47（1972）年にまだ遡らねばならない。当時、

大学紛争を契機として設置された富山大学改革準備

委員会は「富山大学改革に関する答申書」（48年３

月）を発表しているが、教養部においても教養部改

革小委員会による「富山大学（教養部）における一

般教育について」（47年３月・９月）なる文書が教

授会に提出された。そこでは、「わが国の大学にお

ける一般教育が危機に瀕していること、今日におけ

第２節　将来計画（学部化への試み）
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るほどはなはだしきはない」と断言し、その原因と

して、（1）諸科学の極端な専門分化（2）戦後の大

学が持つ制度上の根本的矛盾（3）大学の大衆化

を提示した上で、（教養部改革小委員会は）これら

の「余りに深刻過ぎる」問題に「根本的に取り組も

う」とするものではなく、当教養部の「一般教育の

現状に関する若干の資料提供と、問題点の指摘と、

問題点の“応急的”改善への示唆」を行うに過ぎな

い旨を述べている。この控えめな意図にもかかわら

ず、問題点の指摘が進むにつれて、遂には「これは

単に一部局としての教養部のみにかかわる問題では

なく、大学全体の改革という長期的な展望の中でと

らえられ解決されねばならぬ問題である」と述べる

に至り、そこから派生的に、今後教養部の執るべき

道として次の６つの型を示した：現状維持・教養部

廃止・全学部解体・相互乗り入れ（東工大型）・教

養部専属教官のみ廃止（北大型）・綜合科学部化

（広島大型）。そして、最後に挙げた学部への昇格型

が本学においては最も実現可能な現実案であること

を付言しているのである。

（この答申は47年３月に教授会へ提出されたが、

その文面では教養部の将来についての上述の具体的

な提言はまだなされていない。その後教授会での度

重なる審議を通じて将来計画の具体案が要求され、

改革小委員会は同年９月に改めて上記の案を提示し

た。）教養部教授会はこの答申に基づき、同年９月

20日の会議において、「根本的な全学改革（全学部

解体）の一環としての教養部の解体が困難な現状か

ら、独立した学部への改組が望ましく、その方向で

もって努力することを確認（同日教授会議事録）」

し、以後教養部の将来計画は「学部への改組」を基

本方針として立案されることとなったのである。

この基本方針による最初の成案は、昭和52年度概

算要求として教授会で決定された「教養学部案」で

あって、51（1976）年６月９日開催の教授会資料に

よれば表１のごとき構想となっている。

学生定員は各コース30名ずつ計60名、教官の定員

増は52年度には要求せず、以後年次ごとに４名ずつ

計12名の要求とし（６学科目に２名ずつ配当）、全学の

一般教育は従来どおり担当するが、他学部からの定

員配置換えは一切要求しないことを前提とするもの

であった。教養部が学部となっても他学部に何の実

質的影響を与えるものでないことを示したのである。

これを最初のステップとして、以後52（1977）年

11月には教養部改革小委員会は「教養部将来計画委

員会」と改称され、54年度概算要求（53年４月26日

教授会決定）では従来の案を表２のごとくに改め、

以後はこの構成を骨子とする教養学部への改組案が

57年度概算要求まで踏襲された。

これら一連の教養学部構想の理念は、「新しい

『教養学の体系』の形成」を目指し、「単なる専門家

の養成ではなく」、「学歴ではなくして学問を、人手

の養成ではなくして人間の教育をその理想」とし、

「いわばゼネラリスト・エリート」の育成を主眼と

するものであった（以上「 」内は上述の53.4.26教

授会資料による）。またこれによって全学の一般教

育の活性化が期待される一面も有していた。しかし、

「新しい教養学の体系の形成」はいまだ漠然とした

目標にすぎず、各コースを構成する学科目および授

業科目はすべて従来の専門学問体系に依存してい

た。この点には、「学部」への改組を望む教養部教

官の心情の底に、現時点での各自の専門的研究と教

育への深い志向を見ることもできよう。ともあれ、

この構想は全学の一般教育の改革に直接つながるも

のではなく、前述のごとくむしろ学内的摩擦を最小

限に押さえつつ、教養部のみの責任において学部化

を実現させようとしたものであり、新学部の必要性

は全学的な要望に基づくものではなかった、と言い

得るであろう。従って、その実現を見なかったこと

は、行政当局の抑制路線をも考慮すれば、極めて当

然のことであったと回顧せざるを得ない。

学部名  学科名  コース名  学 科 目 名  

教養学部 人間学科 

人間学コース 

環境学コース 

人間学基礎研究  
言 語 文 化 研 究  
社 会 文 化 研 究  

情 報 科 学 研 究  
生 命 科 学 研 究  
物 質 科 学 研 究  

表１ 

学部名  学科名  コース名  学 科 目 名  

教養学部 教養学科 

文化論コース 

自然論コース 

社会論コース 
社 会 文 化 研 究  
情 報 科 学 研 究  

生 命 科 学 研 究  
物 質 科 学 研 究  

人間学基礎研究  
言 語 文 化 研 究  

（学生定員各コース20名）

表２ 



57年度概算要求を境として学部への改組を目指す

概算要求は中断されたままとなったが、60年度に入

るに及んで、折から国立大学協会（国大協）におい

て大学における一般教育の問題が論議される機運の

中で、本学においても一般教育と専門教育の「くさ

び型」実施を検討する「相互乗り入れ等検討小委員

会」が60（1985）年４月に設置された。こうした時

勢の変化に対応して、教養部教授会（同年12月18日）

では教養部の将来計画を改めて見直すこととなった

のである。これを受けて教養部将来計画委員会は61

（1986）年４月から本格的な検討を開始した。以下

にその経過を略述する。

61年度において同委員会は教養部の将来構想に関

し、1）現状維持、2）教養部解体（教官は既存学部

へ分属）、3）学部への改組、の３ケースについて検

討し、その結果、学部への改組が現実的に取りうる

望ましい形であるとの結論にまたもや到達した。こ

の結論は61年度末の教授会に報告されたが、62

（1987）年４月の教授会において、この結論に基づ

き今後同委員会で概算要求に向けて具体的な学部改

組案作成の作業に入ることが了承された。それを受

けて委員会では、「新学部」の専門教育は一部教官

による特色ある「部分集約方式」を採るか、あるい

は現教養部教官の「全員参加方式」によるかがまず

論議の的となり、慎重に検討を重ねた結果、全員参

加とすることが望ましいとの結論に達した。この方

針は同年９月の教授会で承認され、以後委員会は全

員参加方式による具体案作りに着手、62年度末には

次のような「教養部改組構想骨子」をまとめた。

（前略）

§趣旨・目的

21世紀に向けて、人類社会が直面するであろう

課題の解決を目指し、全地球的視野と学術的志向

をそなえた人材（教養学士）を養成する。またそ

のための基礎的応用的研究をも行う。あわせて一

般教育の充実をはかる。

§学部の概要

従来の狭いタテ割りの専門教育ではなく、広い

視野をもつ教養豊かな人材の養成を目指す。以下

の４コースを置く。学生定員は各コース30名、合

計120名とする。

１．人間科学論コース

（人文現象、社会現象、人類、生活科学、人間

と自然、健康問題、福祉問題、余暇学、スポ

ーツ科学、情報化社会の諸問題、その他）

２．基礎科学論コース

（自然現象、自然の基本法則とその応用）

３．地域・国際文化論コース

（国際社会の諸問題、地域科学、地域言語、地

域文化、外国事情、その他）

４．地球資源・環境論コース

（地球資源の利用と保全、資源開発、地域およ

び地球規模での環境問題、国土保全、その他）

（後略）

この「構想骨子」は62年度最後の教授会および63

年度第１回教授会に報告され、今後さらに内容を具

体化して教養部改組の原案を作成することが教授会

で承認された。かくしてその１年後、平成元（1989）

年４月、将来計画委員会は新学部構想の素案「教養

部改組案概要」を作成するに至ったのである。

この「素案概要」は平成元年４月19日の教授会に

提出された。それによれば、現下の社会情勢では

「全地球的な視野と国際的及び学際的な志向と協力

が切に求められ」、「高度情報化・技術化社会の中で、

既成概念にとらわれぬ新しい価値が模索されてい

る」とし、「このような時代背景と人類社会の要請

に応えるために、新しい学部の創設をはかる」とし

ている。教育体制としては、「構想骨子」の４コー

ス制を踏襲したが、その名称を次のように改め、学

生定員は各コース20名とした。

１．人間科学コース

２．広域理学コース

３．国際地域・文化コース

４．地球環境・資源コース

これらのコースは学生の所属する組織であって、

教官は学部改組後も現行および新設の学科目に所属

するのを原則とし、新学部（学部名は未定。後に総

合科学部と仮称）内の一般教育と専門教育の連続一

貫性を図り、「現教養部の多様な人的資源を生かし

既存の学部では実現できない教育及び研究を遂行す

る」ことが、この「素案概要」の基本理念であった。

新しい授業内容に対応するため26名もの教官定員増

を要求するという、教養部にとっては言わば一種の
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理想案であったが、全学の従来どおりの一般教育を

担当する部局であることに変わりはなく、教養部の

みの問題として処理しようとしたことは、「教養学

部案」提出当時と全く同様であった。しかるに、こ

の案（平成２年度概算要求として元年５月24日教授

会決定）は、評議会への提出に先立つヒアリングの

際、「学長から、学部改組、新学部設置という極め

て大きい問題について、未だ全学的コンセンサスの

ない段階で突如として評議会に提出することは無理

である。（中略）今回は取り下げて欲しい、との意

向が示され」（「 」内は元年６月14日教養部教授会

議事録による）、概算要求とするに至らず、評議会

では教養部の「新学部設置案」として特に説明の場

が設けられるにとどまった。

これは教養部にとって予想外の結果であり、教授

会は紛糾しかつ事態の収拾に苦慮したが、同年10月

11日の教授会に至って、教養部改組・新学部設置に

関する概算要求の継続は行わず、今後の方針は改め

て検討することに漸く決定したのである。その後、

これまでの案をさらに改善補強するか、原案にこだ

わらずに一般教育等も見直す新しい観点に立ち、全

学的な問題として検討するか、または、大学審議会

の答申が出るまで静観するか、の３方針の検討が将

来計画委員会に委ねられたが、同委員会では実質的

討議を得ぬままに新年度を迎えることとなった。

（1）苦悩する将来計画

平成２年度に入り、将来計画委員会は、当面の課

題として、教養部が抱える教育・研究上の問題点に

ついて、現体制の枠内での克服と改革の方途を探る

ことから新たな検討を開始した。これは、学部への

改組を目指すにしても、教養部内で実現可能な改組

への取り組みとその蓄積がない限り、学内外への説

得性を持ち得ない、との判断に基づくものであった。

しかるに、その夏の７月、大学設置基準の「大綱化」

を目指す大学審議会の中間報告によって、一般教

育・専門教育の別を解消する４年一貫教育の方向が

示されるに及んで、教養部将来計画委員会は、全学

に先駆けて事態の把握と検討を精力的に開始した。

第３節　教養部の廃止

その結果、一般教育の抱える問題の解決には、まず

全学的な協力と理解が必要である、との認識に立ち、

教養部が直面している事態を全学に対して全面的に

提示して、共通の理解を求めるために、「他学部と

の話し合い（懇談）」を行うべきである、と教授会

に提案した（同年11月21日）。教授会では、「時期尚

早」との意見もあったが、同委員会は、大学審議会

の中間報告を如何に受け止めるかは全学的な緊急課

題でもあり、教養部が「話し合い」実現のイニシア

ティブを取る必要性を力説し、翌平成３（1991）年

２月８日、教養部において「大学教育（特に一般教

育）改革に関する懇談会（仮称）」を開催するに至

った。各学部からは学部長または教務委員長など計

10人、教養部は部長および将来計画委員全員が出席、

自由な論議と意見の交換の中から、大学審中間報告

に対する各学部の対応にはかなりの温度差が窺われ

たが、問題の重点が今後の一般教育に在るからには、

教養部が主体となって事をなすべきだとの意見が多

く、また「懇談会」の性格の不明確さから、今後早

い時期に公式の委員会等に移行することが望ましい

とされた。なお次回の会合を４月中と予定し、それ

までに各学部は問題の検討を一層深めることも了承

された。

しかるに、第２回「懇談会」に先立つ４月３日の

将来計画委員会および翌４日の教授会には、学長提

案によるという「富山大学教育改善検討専門委員会

規則（案）」なるものが、突如として登場したので

ある。その「規則（案）」によれば、この専門委員

会の設置は、「評議会の諮問に応じ、本学における

大学教育の改善について具体的検討を進めるため」

であり、その検討事項は、1）一般教育と専門教育

の在り方、2）開設授業科目と４年一貫教育カリキ

ュラムの編成、3）一般教育の実施組織の在り方、

の３項目。また委員会の構成は、５学部および教養

部の教務委員長または副委員長を含む各３名の教官

計18名となっていた。

教養部将来計画委員会は、こうした全学検討委員

会の設置を必要と認めたが、この「規則（案）」に

対しては、その名称をはじめすべてにわたって点検

修正することを教授会に提言した。また４月10日に

開催された各学部との第２回「懇談会」では、４年

一貫カリキュラム編成の必要を共通の認識とし、各



学部自体の改革も不可避であり、「懇談会」の存在

が今回の学長提案の契機のひとつでもあったろうと

考え、この会は「専門委員会」へ発展的に解消する

ものとした。一方、教授会においては３度に及ぶ

「規則（案）」審議の結果、教養部については「教養

教育担当者の意向を重視することが形の上に現れる

よう」（平成３年５月１日教授会議事録）委員の数

を５名（各系列代表を兼ねる）とすること、名称か

ら「専門」を除くこと、学長が委員長として当該委

員会に加わることには反対する、等の意見にまとめ

て評議会に提案、承認された。かくして「富山大学

大学教育改善検討委員会」は同年６月４日第１回の

会合を開き、学長からの次の諮問事項に対して平成

４年３月末答申を目途に検討することになった。

（1）一般教育と専門教育の在り方

（2）開設授業科目とカリキュラムの大綱

（3）一般教育の実施組織の在り方

（4）その他大学教育の改善に関する事項

（なお、委員長には教養部委員が選出された。）

この結果、以後の教養部将来計画はこの改善検討

委員会の審議状況と密接に関連しながら、教養部の

主体性を維持して、具体案作成の速度を競わざるを

得なくなるのである。特に諮問事項（3）は教養部

の存廃に係わる重大問題であった。

同年６月12日の教養部将来計画委員会は、教養部

改革に関する「基本的視点の確認」を行い、その中

で、「横割りの壁を排除し、４年一貫の有機的研究

教育体制をいかに確立するかが緊急かつ重要な課

題」である一方、「大学設置基準の改正によって、

教養部を存立せしめた法的根拠は奪われ、この面か

らも組織・カリキュラム等の現状の大幅な改変は避

けられない」とし、「教授会が組織問題そのものを

正面から取り上げ、取りまとめていく段階にあると

認識する」としている。その結果、将来計画委員会

では、今後教養部組織の解体・分属までも含む具体

的な将来組織のあり方とカリキュラムとを検討する

作業に入ることの了承を、教授会に求めることとし

た。

これを受けた教授会（６月26日）では、解体・分

属等の問題は教養部のみで決定できることではない

との異論もあったが、論議の末、今後将来計画委員

会がカリキュラム問題を検討する上で、教養部の組

織問題をも含めて検討することが了承された。以後

委員会では、各系列ごとに４年一貫教育カリキュラ

ム具体案の検討に入る一方、教養教育の実施組織と

して、教養部の存廃、大学教育総合センター案、学

部組織の改革による新学部化等の諸案の利害得失が

論議されたが、いまだ結論を得るには遠かった。そ

の間に７月22日の改善検討委員会では、教養部の改

組を前提とした４年一貫教育カリキュラムの具体的

検討作業に入ることが承認されており、この報告を

受けて教養部教授会（７月29日）は種々論議の結果、

「現状での教養部組織の存続は困難であるという共

通の認識に達したが、大学設置基準第19条第２項

（教育課程の編成方針）における精神が生かされる

よう、配慮されなければならない」（同議事録）、と

の文言で討議を集約することが了承された。すなわ

ち教養部の現状での存続は断念すべきことが、この

時点で公式に表明されたのである。

その後、大学教育改善検討委員会（８月５日）に

おいて各学部ごとの検討状況の報告が行われた際、

特に教育学部から、教養部教官の分離分属を前提と

して、同学部の「ゼロ免課程」の拡充を図る「総合

教育学部」への再編成構想が示されたのを契機とし

て、教養部将来計画委員会では、教育学部との非公

式な話し合いの場を設定しようと努力した。教授会

（９月４日）は教育学部のみならず他の学部とも話

し合うことを認め、まず教育学部との会合が教養部

において行われた（９月17日）。席上提示された

「総合教育学部構想（試案）」によれば、新学部は

「学校教育系」と「人間科学教育系」とからなり、

後者に「国際教育課程」等、教養部教官の参加を得

て新しい５教育課程を設置したい、というものであ

った。将来計画委員会はこれを重要な選択肢として

前向きに対応し、今後も話し合いを継続することを

確認した。10月３日には理学部と、同月22日には工

学部とそれぞれ話し合いを行ったが、理学部は自然

系教官を受け入れて部内の体制変更を図り、工学部

は一般教育を重視し、人間工学、社会工学など新講

座設置の可能性も示唆した。

一方、教育改善検討委員会（９月17日）ではこれ

までの論議の集約として、４年一貫教育は各学部で

実施すること等と共に、「教養部の学部化構想は現

実的に無理であること」を確認した。先に現状維持
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を断念し、今また改めて学部化構想が否定されれば、

教養部の将来計画が辿り得る道は自ら限定される。

将来計画委員会を中心とした各学部との非公式な会

合は、この事態を明白に示していたが、教授会（11

月20日）では、「学部への分属案については教養部

教授会で意志決定したわけではない」（同議事録）

との意見があり、「全員の意志統一は無理であると

思われるが、（中略）今後の方向性を含めて将来計

画委員会でより簡潔にまとめられたい」（同上）と

いう議長の提案が了承されるという状態であった。

この結果、将来計画委員会は改めて各学部の現状を

分析し、学部によって組織改変の姿勢に差はあるに

せよ、関係する教養部教官の受け入れ態勢の充実を

目指す方向ではほぼ一致を見ているとして、それに

対する教養部の基本的姿勢の確認を教授会に求める

ことにした。かくして平成３年12月４日教養部教授

会は将来計画委員会提出の原案を討議、一部修正を

加えて、次に掲げる確認事項を挙手による採決で決

定したのである。

（1） 教養部教授会は、教養部を廃止する方向で全学

の研究・教育体制を改革し、研究・教育の一層

の充実をはかる方向を追求する。

（2） 教養部教官の新たな教育・研究体制への参加の

あり方については、富山大学大学教育改善検討

委員会の審議、各学部の改組・拡充または新組

織の設置等の計画を踏まえて、具体的な検討を

進め、望ましいあり方を検討する。

なお、教養部廃止にあたっては、次の条件が満

たさなければならない。

1）教養部教官それぞれの専門性と能力が有効に生か

され、全学の充実発展に資するものであること。

2）教養部教官個人の希望や意向にそえるよう十分に

配慮されること。

3）教養部各教官の身分は保証されること。

4）教養部の廃止は、上記条件が満たされ、それぞれ

の所属先が確定してはじめて実行される。

すなわちここに、教養部の在るべき姿を追求し模

索し続けてきた教養部将来計画は、上記の事項の確

認を以て、実質的にはその終焉を迎えたと言っても

よいであろう。

（2）分属の実現

「教養部を廃止する方向」にあることの確認以後、

教養部教官のより良き分属の実現を目指して、将来

計画委員会は以前にも増して多忙となった。委員会

内に３つの作業部会を設け、教育学部、理・工学部、

生涯教育研究センター（新設計画）に対する折衝と

立案に当たらしめる一方、教養部教官の分属にかか

わる意向調査も慎重に開始しなければならなかっ

た。次図は平成４年１月22日教授会資料中、教育改

善検討委員会組織・制度部会の報告に見られるもの

で、その時点における各学部の組織変更案と、それ

に対する教養部教官の分属希望先（複数回答）を示

す概念図である。

これによれば、新設立案中の「生涯教育研究セン

ター」は、教養部の全系列の教官が選択肢の一つと

して挙げている重要な分属先であり、特に体育系教

官にとっては唯一の選択であったが、このセンター

新設に関する大学当局の内々の打診に対して、「文

部省側からは実現はかなり難しいとの感触が示され

た」旨の報告が、次回１月29日の教授会で将来計画

委員会からなされた。以後、センター構想は、既設

人文学部 
（大講座化） 

教育学部 
（新課程の拡充）

経済学部 
（大講座の拡充）

理学部 
（大講座化と生命 
環境学科の新設） 

工学部 
（大講座の拡充）

教養部 
（66名） 

自然系 
（18名） 

社会系 
（10名） 

人文系 
（11名） 

外国語系 
（21名） 

体育系 
（６名） 

保健管理センター 
（２名） 

生涯教育研究センター 
（新設） 

富山大学学部等組織改組（案） 



の保健管理センターに教養部体育系教官を加えた

「健康スポーツ科学センター」と、「生涯学習教育研

究センター」に分けて立案されることになる。一方、

２月５日から同10日にかけて、２度目の分属希望調

査が行われた。前回（１月上旬）は将来計画委員会

の各系列委員とその系列の教官との個別面談形式に

よるものであったが、今回は教養部長名の説明文を

付した調査用紙に希望順位（２位まで）と回答者の

所属系列のみを記入させる方式であった。調査の結

果は２月12日の教授会に報告されたが、表３はその

集計数値である〔（ ）内は第２希望数〕。

この数値を基に受け入れ態勢の交渉が各学部との

間に続けられたが、特に多数の希望者のある人文学

部には、将来計画委員会主唱の懇談会（３月９日）

で、教養部の意向が強く主張された。しかし、こう

した個別の努力も、やがて４月に入ると平成５年度

への概算要求作成という決定的な段階へ向かって、

急速に収斂されていくのである。

平成５年度概算要求の作成は、教養部の廃止と教

官の分属、それに伴う各学部の学科等の改組という

全学的な作業となるため、平成４年４月から評議会

内に「幹事会」を設置して専ら事に当たることにな

ったが、４月30日開催の幹事会では、教養部教官の

第３回意向調査（４月21日、第１希望のみ）の数値

が報告され、これに関連して、各学部が受け入れる

教養教官の「基本的数値」を概算要求のために決定

した（表４）。

（なお、この時点における各学部の改組案の大要

は、学科増設が人文と理の両学部、教育学部も

新教育課程の増設、経済および工学部はそれぞ

れ修士課程の増設または整備であった。）

以後は、教養部教官の意向をできる限り尊重する

という前提の下に、この二種の数値を一致させる調

整が幹事会を中心として行われたが、その後、５月

下旬文部省における事前説明の際、教育学部は新課

程設置よりは既存の課程の充実を図ることが望まし

く、複数のセンター構想は整理が必要であり、特に

現在全国的に整備中である保健管理センター（既設）

の改組を前提とする「健康スポーツ科学センター案」

は問題である、等の指摘があった（５月25日教授会

議事録より）。これによって教養部教官の分属先に

重大な変更が生じたことは勿論である。教養部教授

会と将来計画委員会はその対策に苦慮したが、表５

は第１次（平成４年６月10日教授会資料）、第２次

（同９月30日資料）概算要求における教官の分属配

置数の対比表である。健康スポーツ科学の研究と実

践を通じて新しい大学体育の在り方を確立しようと

した６名の体育系教官、増加する留学生対策への全

学的取り組みを必要とした「日本語・日本事情」担

当の教官、大学教育改善検討委員長として最後まで

自らの分属先を表明せず、職責を全うしようとした

１名の外国語教官、この８名はすべて教育学部に分

属することになったのである。

この他にも、分属先の事情に合わせて、大局的見

地から自己を抑制した教官も少なくはなかった。と

もあれ、教養部廃止による教官の学部分属は、この

第２次概算要求の通りに実現したのである。次図に

各系列別の分属先を示しておく。

次の図でも明らかであるが、本学の学部構成は学

問領域としては人文・社会・自然のすべてにまたが

っており、多様な専門性を有する教養部教官の分属

を、多大の摩擦を見ることなく可能ならしめた基本

的条件であった。さらに本学には、文理学部改組

（昭52）以後いわゆる複合学部が存在せず、各学部

には教養部廃止を好機として新学部を創設しようと

するごときエネルギーが存在しなかったことも分属

成立の条件であった。
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人 文  

16

（30） 

教 育  

7

（34） 

経 済  

4

（7） 

理  

13

（15） 

工  

2

（6） 

保健セ 

6

（0） 

その他 

1

（3） 

表３ 

意　向 

人 文  

20

25

教 育  

20

14

経 済  

5

5

理  

8

9

工  

6

5～6

センター 

7

7

計  

66

65～66基本数 

表４ 

人文 

30

30

教育 

9

17

経済 

5

5

理 

8

8

工 

6

6

 

6

0

計 

66

66

第１次 

第２次 

健康ス 
科学セ  

1

0

大学教 
研セ　  

1

0

国際交 
流セ　 

表５ 
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人
　
文
　
系 

哲　学　 2

倫理学　 2

心理学　 2

歴史学　 3

文　学　 2

　計　　11

9 人文学部 

2 教育学部 

社
　
　
会
　
　
系 

法　学　 2

経済学　 1

統計学　 1

政治学　 2

地理学　 1

社会学　 2

環境論　 1

　計　　10

4 人文学部 

1 教育学部 

5 経済学部 

自
　
　
然
　
　
系 

数　学　 5

物理学　 3

化　学　 3

生物学　 3

地　学　 3

環境論　 1

　計　　18

4 教育学部 

8 理 学 部  

6 工 学 部  

語
　
　
学
　
　
系 

英　語　 9

独　語　 8

仏　語　 1

中国語　 2

日本語　 1

　計　　21

18 人文学部 

3 教育学部 

6 教育学部 体　育　 6

平成５（1993）年３月26日（金）11時25分から教

養部最後の教授会が開かれ、「平成３年度以前入学

生の単位認定について」等、教養部在籍の学生に対

する義務も果たし、約１時間半で閉会した。同日午

後４時30分からは「教養部解散パーティー」（教養

部主催）が、学長、各学部長、その他を招待して

201番教室で開かれ、懇談の一刻を過ごした。しか

しこれで終わった訳ではなく、教養部の最初にして

最後の「自己点検評価報告書」作製の仕事に、一部

の教官と事務官は３月末日まで忙殺された。かくし

て教養部は終わったのであるが、この「教養部史」

には書き漏らした事が多い。それは「まえがき」に

も述べたとおり、創設以来抱えてきた「諸問題」、

特に教育上・制度上のそれを時間と共に記述する事

に主眼を置いたからである。従って、書き漏らした

のではなく、意識的に書き落としたと言うべきであ

ろうか。教官の研究業績、教養部紀要、また教授会

の民主化推進等にも触れなかった。教職員「親和会」

の一泊旅行や、金沢大学教養部との軟式野球定期戦

の楽しい思い出も割愛した。断腸の想いである。文

中に人名（固有名詞）を出さぬ方針を執ったので、

歴代教養部長・事務長の年譜を添えることもしなか

った。諒承頂ければ幸いである。

あ　と　が　き
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